
 
 

地域未来投資促進法に基づく 

「成田新産業特別促進区域基本計画」の変更について 

～観光分野として、同計画初の重点促進区域の設定～ 
 

１ 「成田新産業特別促進区域基本計画」について 

  千葉県及び成田空港周辺９市町では、令和５年３月に地域未来投資促進法に基づ

く「成田新産業特別促進区域基本計画」を策定し、現在は、集積を目指す産業とし

て「物流」「精密機器」「航空宇宙」「健康医療」「農業」「観光」の６分野を設定し

ています。 
 
２ 「成田新産業特別促進区域基本計画」における重点促進区域について 

  「成田新産業特別促進区域基本計画」では、これまでに多古町、成田市、富里市に

おいて「物流」分野における重点促進区域を設定しています。市内への重点促進区域

の設定は同計画４箇所目となり、「観光」分野においては初となります。 

 

３ 本宿耕地地区について 

  今回重点促進区域に設定した地域は、本宿耕地地区の約 13 ヘクタール（下図参照）

で、「道の駅水の郷さわら」との連携等により、成田国際空港等からの観光客を集客する

観光集客施設等の投資促進を図ります。 
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千葉県と成田空港周辺９市町は、成田空港を活用した観光集客施設の投資促進を図るため、
地域未来投資促進法に基づく「成田新産業特別促進区域基本計画」を変更し、観光分野とし
て初となる重点促進区域を市内に設定しました。
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